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　保護者　様

福崎町立田原小学校

校長　髙岡　宏明

PTA会長　菅原　大祐

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

陽春の候、保護者の皆様におかれましては、ますますご清栄のこととお喜び申し上げま

す。平素は学校教育活動にご支援とご協力を賜り、誠にありがとうございます。

さて、今年度の学校徴収金（学年費等）について、下記のとおり口座振替日と集金額を

設定しましたのでお知らせいたします。集金が円滑に進みますよう、ご理解、ご協力をお

願いいたします。

なお、この文書については学校ＨＰにも掲載する予定です。

１　口座振替日について　（原則として各月１０日）

4 月 10 日 （ 金 ） 4 月 20 日 （ 月 ）

5 月 11 日 （ 月 ） 5 月 20 日 （ 水 ）

6 月 10 日 （ 水 ） 6 月 22 日 （ 月 ）

7 月 10 日 （ 金 ） 7 月 21 日 （ 火 ）

8 月 10 日 （ 月 ） 8 月 20 日 （ 木 ）

9 月 10 日 （ 木 ） 9 月 24 日 （ 木 ）

10 月 13 日 （ 火 ） 10 月 20 日 （ 火 ）

11 月 10 日 （ 火 ） 11 月 20 日 （ 金 ）

12 月 10 日 （ 木 ） 12 月 21 日 （ 月 ）

1 1 月 12 日 （ 火 ） 1 月 20 日 （ 水 ）

2 2 月 10 日 （ 水 ） 2 月 22 日 （ 月 ）

※　振替日の前日までに口座残高が振替額以上あるようご協力お願いいたします。振替日の前日までに口座残高が振替額以上あるようご協力お願いいたします。

※　会計の執行状況により、最後の月まで振替しない場合もあります。変更ある場合は、その都度執行状況により、最後の月まで振替しない場合があります。変更があれば

その都度お知らせします。

２　口座振替額 裏面　集金計画表　参照

３　振替できなかった場合の処理について

（１） 初回振替ができなかった場合

振替不能の通知書（封書）をお子様に渡しますので、再振替日までに指定口座

へ入金して下さい。

（２） 再振替ができなかった場合
再振替不能の通知書（封書）をお子様に渡しますので、指定日（基本的にその月中）
までに学校へ通知書と現金を持参してください。
　※翌月に２ヶ月分振替することはできません。
　※再振替できず現金集金となった場合、必ず保護者の方がお届けください。
　 　してください。その際は領収書を渡しますので、確認してください。

４　返金について 校外学習に参加できなかった場合は、個々に返金します。

調理実習は食材調達の都合上、返金はいたしません。
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令和８年度学校徴収金口座振替についてお知らせ

記

月 初回振替日 再振替日



費　目 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 合計

学年費 3,000 3,000 3,000 3,000 2,000 2,000 2,000 1,000 1,000 1,000 0 21,000

ＰＴＡ会費・保険：長子 1,302 1,200 2,502
ＰＴＡ保険：長子外 12 12

合　計 3,000
4,302
3,012

3,000 3,000 2,000 2,000
3,200
2,000

1,000 1,000 1,000 0

費　目 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 合計

学年費 3,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 1,000 1,000 1,000 500 0 16,500

ＰＴＡ会費・保険：長子 1,302 1,200 2,502
ＰＴＡ保険：長子外 12 12

合　計 3,000
3,302
2,012

2,000 2,000 2,000 2,000
2,200
1,000

1,000 1,000 500 0

費　目 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 合計

学年費 3,000 3,000 3,000 3,000 2,000 2,000 1,000 1,000 1,000 1,000 0 20,000

ＰＴＡ会費・保険：長子 1,302 1,200 2,502
ＰＴＡ保険：長子外 12 12

合　計 3,000
4,302
3,012

3,000 3,000 2,000 2,000
2,200
1,000

1,000 1,000 1,000 0

費　目 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 合計

学年費 3,000 3,000 3,000 3,500 2,000 2,000 1,000 500 500 500 0 19,000

自然学校
修学旅行積立

1,500 1,500 1,500 3,000 3,000 3,000 3,000 16,500

ＰＴＡ会費・保険：長子 1,302 1,200 2,502
ＰＴＡ保険：長子外 12 12

合　計 3,000
4,302
3,012

3,000 3,500 3,500 3,500
3,700
2,500

3,500 3,500 3,500 3,000

費　目 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 合計

学年費 3,500 3,500 3,500 3,500 2,000 2,000 2,000 1,000 1,500 1,500 0 24,000

自然学校
修学旅行積立

2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,500 2,500 15,000

ＰＴＡ会費・保険：長子 1,302 1,200 2,502
ＰＴＡ保険：長子外 12 12

合　計 3,500
4,802
3,512

3,500 3,500 4,000 4,000
5,200
4,000

3,000 3,500 4,000 2,500

費　目 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 合計

学年費 3,000 3,000 3,000 3,000 2,500 2,500 1,000 2,000 1,000 1,000 500 22,500

修学旅行積立 4,000 4,000 4,000 3,500 15,500

卒業関係積立 1,500 1,500 1,500 1,500 2,500 2,500 2,000 13,000

ＰＴＡ会費・保険：長子 1,302 1,200 2,502
ＰＴＡ保険：長子外 12 12

合　計 7,000
8,302
7,012

7,000 6,500 4,000 4,000
3,700
2,500

3,500 3,500 3,500 2,500

（１） 自然学校費・修学旅行費は４年生の８月から積み立てを開始します。

自然学校費は合計９，０００円、修学旅行費は合計３１，０００円を集金します。

（２） ＰＴＡ会費(長子のみ２，４００円）は、５月と１０月の２回に分けて、ＰＴＡ保険（長子１０２円、

長子外１２円)は、５月に口座から引き落とします。ＰＴＡ保険の長子の金額が、以前の１０３円

から１０２円に変更になっています。

（３） １～５学年の年度末で残金がある場合は次学年へ繰越します。６年生は３学期で清算します。

（４） 学年費・積立等は、各学年の執行状況により集金額を変更する場合があります。ご了承ください。
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